事業環境の改善に向けたＳＪＣ建議事項
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　序　　文
　ＳＪＣ（ソウル・ジャパン・クラブ）においては、韓国における事業をいかに成功させるか、平素から議論・検討を行っている。多くは企業自らの自助努力によるべきものであることは勿論であるが、個別企業の能力を超える内容については、韓国政府の改善に期待せざるを得ない。また、事業をさせていただく立場から、当然ながら、韓国の国造りにも協力したいと考える次第である。

　こうした立場からＳＪＣでは、これまでも数次に亘り韓国政府に対する政策提言を行ってきた。今回の建議事項についても、ＳＪＣの中で産業政策委員会を中心に真摯に議論を行い、必要最小限の内容を限定してとりまとめた。

これらの事項は、当地において操業する日本企業及び日本人居住者が、日常的に感じている隘路事項であるが、その内容は、外国企業の投資促進及び韓国の「北東アジア経済中心建設」のためにも解決すべき課題であると確信している。

　これまでの提言を受けて、韓国政府の努力により、かなりの程度、事業環境及び生活環境が改善されてきたことは喜ばしい。また、昨年後半から、「外国人投資企業のための経営環境改善３ヶ年計画」、「外国人のための生活環境改善５ヶ年計画」等が検討され、本年前半に韓国政府から発表されてきたところである。

　韓国政府のこのような積極的な取組みは歓迎すべきものであり、高く評価している。しかし、計画が立案されてもその内容が着実に実行されなければ状況は改善されず、また、状況の変化に対応した所要の見直しが適切に行われることも重要である。

　今回の建議事項に関しては、韓国政府の速やかな検討を期待するとともに、その検討経過及び結果について、ご回答いただければ幸いである。
２００４年 ８月　　 　　
ソウル ジャパン クラブ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　理事長　　高　杉　 暢　也

１．労働・労使関係分野
　労働・労使関係に関する問題は、韓国の事業環境を考える際の中核的な論点であり、単に経済的な問題に影響を与えるに止まらず、韓国という国に対するイメージを大きく損なうものとなっている。本件問題は、韓国関連事業に関する日本国内での経営判断にもマイナス要因をもたらしている。

近年、韓国政府は、労働・労使問題が重大な問題であることを勘案し、勤労基準法の改正を始め、勤労者退職給与保障法案や期間制・短時間勤労者保護法案の制定準備、派遣勤労者保護法改正案の準備等、新たな制度構築に向けての取組みがみられる。しかし、これまでの実施状況を見ると、効果的な対策が迅速に実施されているという状況には達しておらず、外国からの対内直接投資促進のための障害も解消されてはいない状況である。

　韓国が、外国企業の対内直接投資の増進を目指すためには、以下の項目に関して、目に見える形での着実な改善が必要である。これは、外国企業だけではなく、韓国の事業者とも意見の一致を見ているところである。
①　労使協定・慣行の是正　（継続）
労使慣行に関し、韓国においては、「不合理な各種手当て」「合理性を欠くベースアップ要求」「賞与の固定化」「No－Work No－Pay原則の不徹底」等の問題が依然として残っている。韓国における労使関係を、先進国としての国際的な相場感に沿ったものとし、安心して外国投資を受入れるため、以下の措置を講じることを望む。
・　過度に労働者に有利な労使協定や慣行を是正するよう、政府や各種機関が指導すること。今般の勤労基準法改正に伴う週５日勤務制（週４０時間勤務制）の導入に当たっても、多くの労働組合側は休暇日数の縮小に同意しておらず、改正勤労基準法の内容に適合した企業運営に困難が生じる可能性が高い。

・　一部の労使紛争で、労組側による事業所への出入妨害、役員への名誉毀損・脅迫などの違法事例が見られる。激しい労働運動紛争が横行しないよう、政府や各種機関が徹底して指導すること
· 各企業レベルで、団体協約改訂のための話し合いがまとまらず、労働委員会に持ち込まれた場合は、紛争点だけを問題にするのではなく、当該企業の労働条件全体を総合的に評価し、企業側にも納得のいく判断を下すこと。

· 特に、今般の勤労基準法改正に伴う週５日勤務制（週４０時間勤務制）の導入に当たっては、多くの労働組合側は休暇日数の縮小に同意していないが、労働委員会の裁定においては、休暇日数の縮小を必須とした調整を行うこと。

· 未整備・不明瞭な法律も多々あるところ、合理的な紛争解決に向け、国際的慣行に照らし整合性がある形での法整備を行うこと。特に、勤労者派遣事業と業務請負事業との区分を明確に設定し、違法派遣事業契約とみなされることなく適正に業務請負事業契約が実施できるようにすること。　

· 現状では、本来政府が行うべき社会福祉を企業が代行している感があるため、企業が支払う各種手当てを合理的なものに限定すること。
· 企業経営の透明性と同様に組合､組合運営に対してもその透明性を求めること。
②　有給休暇制度、労働時間制度の適正化（継続）
　　改正勤労基準法の成立により、法律上は年次有給休暇の上限の設定、月次有給休暇の廃止、生理休暇の無給化、取得を奨励しても取得が進まなかった未消化休暇の買い取り義務の消滅が定められ、昨年の建議事項に対する回答においては「推進完了（法改正）」との回答をいただいた。

しかし、実際は労働組合が団体協約や就業規則の改正に応じない限り、これらの措置を実施できない状況となっている。政府や各種政府機関レベルで企業の労働組合を指導し、企業が改正勤労基準法の内容に適合した企業運営を実施できるように願いたい。
③　法定退職金制度の改正　（継続）
国際的な労使慣行に沿った公正な労使関係を形成するため、退職金制度の適正化を望む。

具体的には、「退職金制度」を個別企業の経営状況等を考慮せず一律に法律で規定することを廃止すること。特に、退職金算定の基礎となる平均賃金を法律で一律に規定する法定平均賃金の撤廃を強く求めたい。
　　　本来、労働者の老後の保障は国民年金制度の拡充等で確保されるべきもので
あり、法定退職金制度により企業のみに負担を求めることは望ましくない。法定退職金制度については国民年金制度を開始したときに廃止すべきだったものであり、企業に負担させるべき問題ではないため、早急に法定退職金制度は廃止すべき。
④　日韓社会保障協定の早期施行（新規）
　　　日韓政府間で合意された社会保障協定を早期に施行し、特に中小企業事業者にとっての保険料支払いの二重負担を早期に解消するようお願いしたい。同協定については２００４年２月に署名されたところであるが、引続き、協定施行に必要な国内措置をとり進め、協定の早期施行に向け努力願いたい。
⑤　短時間勤労者（パート）の指針の廃止等（継続）
　　　短時間勤労者に関する有給休暇・退職金制度等の労働条件は、各企業の経営状況を鑑み労使で協議決定すべきものであり、法律による規定を廃止してもらいたい。

元来、退職金等は会社に対する貢献に対して支払うべきものであり、正社員と同様の比率で計算することには明らかに無理がある。
　　　また、現在、労働部において「期間制・短時間勤労者保護法案」として、「２年超えて雇用した期間制勤労者に対して、解雇制限規定を適用」することを検討していると聞いているが、このような労働市場の柔軟性を奪うような立法は企業の投資意欲をそぐことにもなり、取りやめていただきたい。
⑥　派遣勤労者制度の改正（継続）　　
派遣後２年を経過した時点で、企業側に一方的に雇用義務が生じるという現行制度は、人件費抑制のため派遣社員を継続的に採用する場合、２年経過前にいったん解雇せざるを得ず、業務上支障をきたす可能性があり、また、被雇用者にとっても柔軟な雇用形態維持の観点から問題がある。

派遣勤労者保護等に関する法律第６条第３項を削除し、同条第１項を「勤労者派遣期間は１年を超過できない。ただし、派遣事業主・使用事業主・派遣勤労者間の合意がある場合は、最大３年まで派遣期間を延長できる。」と改正願いたい。
　　　前回の建議事項に対して「外国人投資企業のための経営環境改善３か年計画の一環として推進」という回答をいただいているが、現状はどうなっているのか。早急に改善していただきたい。
⑦　労組専従者の員数削減、賃金支払い禁止等（継続）
組合専従者は、本来、組合が組合費から支弁してその手当てを払うべきものであり、企業が費用を支弁するという韓国の慣習は理解し難い。それが慣行上定着しているとしても、組合専従者の数が多く、組合専従者への給与支援が企業の負担を重くしている。

組合専従者に対する賃金支払いについては、段階的に縮小すべきものが全く進んでいない。常識的に多過ぎる組合専従者員数の削減に関する行政指導を望む。

また、２００３年１２月の労使関係改善ロードマップにおいては、組合専従者に対する賃金支払いを一定程度認める案が提示されるなど、国際基準に逆行する動きすらあるが、２００７年初からの組合専従者賃金支払い禁止措置の施行時期（労働組合及び労働関係調整法付則第６条）は必ず守られるべきである。
さらに、労組がストに突入する際には、国際的には組合費を積み立てておいて闘争資金（生活資金）を用意した上でストに突入するが、韓国では資金の有無にかかわらず安易にストに突入し、労組側がスト妥結の条件としてスト期間中の賃金等の金銭的要求をするケースがほとんどである。こうした不適正な要求については、No－Work　No－Pay原則のもと、厳正に対処すべきである。
　　　前回建議事項に対して「外国人投資企業のための経営環境改善３か年計画の一環として推進」、「積極的に行政の指導を講じている」という回答をいただいているが現状はどうなっているか。実績を提示いただくとともに早急に改善願いたい。
⑧　労組の違法労働行為に対する厳正かつ迅速な法の適用（継続）
組合によるロックアウト等の違法労働行為が罰せられないため、公正な労使交渉を行うことが困難となっている。違法労働行為に対しては、警察、裁判所、法務部のみならず労働部においても厳正かつ迅速な法執行を望む。

前回建議事項に対して「厳しく対処して法律と原則が守られる労使関係を定着」という回答をいただいているが、「厳しく対処」したというその実績を提示していただきたい。

特に、労働組合及び労働関係調整法３８条１項（出入・操業その他定常的な業務の妨害、争議行為の参加に当たっての暴行・脅迫の禁止：罰則８９条１項）や同法第４２条（暴力行為等の禁止：罰則８９条１項）については、法で規定されているものの実際の運用が全くなされていない。

「法と原則」を厳格に適用するという韓国政府の発言（＝前回建議事項の回答）につき、誠実に実行願いたい。
⑨　業務請負契約による運転手付きレンタカーの許容　（継続）
運転手付きレンタカーに対して、業務請負契約の一環として運転手が付随してきているにも関わらず、この運転手に対して「派遣勤労者保護等に関する法律」を適用するのは誤った運用方法であり改善を望む。
　　　前回建議事項に対しては「現行法上、派遣勤労者保護等に関する法律の適用が不可避」という回答があったが、勤労者派遣事業と業務請負事業との区分を明確に設定し、運転手付きレンタカーについては、業務請負事業契約を希望する事業者には、違法派遣事業契約とみなされることなく、適正に業務請負事業契約が実施できるよう労働部長官告示（９８－３２号）に加え、具体的な判断基準を記した解釈通達を発出願いたい。
10 国家有功者雇用義務の弾力的運用　（継続）

韓国の法律（国家有功者等礼遇及び支援に関する法律・第４９条）により、常時２０人以上を雇用する一般事業所（製造業の事業所では、常時２００人以上の労働者を雇用する場合）は、国家有功者を労働者数の一定割合（３～８％）以上雇用することが義務付けられているが、外国企業が必要とする採用要件を満たす人材が少ないという現状を鑑み、外国企業への適用を除外する等の弾力的な運用をお願いしたい。

昨年の建議事項に対して「外国人投資企業のための経営環境改善３か年計画の一環として推進」という回答をいただいているが、現状はどうなっているのか。早急に改善していただきたい。

⑪　労使協議会の構成・運営等（新規）
　　　２００３年１２月の労使関係改善ロードマップによれば、「労使同数規定を廃止する」、「勤労者委員の過半数が賛成した場合は合意事項と見なす」案が提示されている。

ここで言う「勤労者委員の過半数が賛成した場合」とは、２００７年からの複数労組制導入を前提に、使用者側が提起した事項を勤労者委員が受入れるか否かを決定する際の手続きであるとの解釈があるが、一方、勤労者側から提起した事項に関する使用者委員の受入れ可否の決定に関する規定が見当たらない。

また、ロードマップにおいては、勤労者委員と使用者委員の同数規定廃止も提起されており、勤労者委員数が使用者委員数より上回る状況となることが一般的に予想され、勤労者側に過度に有利な状況が発生する懸念がある。
こうした労組寄りの案が実行されると、使用者側が当然に有する経営権が損なわれ、労使の均衡が混乱に陥るため、現行制度を維持すべきである。
⑫　労働条件の下方硬直性（新規）
　勤労基準法第９７条第１項においては、「就業規則を勤労者に不利益に変更する場合には労働組合等の同意を得なければならない」とされ、会社の経営が悪化した場合等における就業規則の下方修正の際も本件規定が適用される。

しかしながら、韓国においては風土（慣習）的に労働条件が下がりにくい状況があり、会社の経営状況が悪化した時においても労働条件の下方修正が事実上困難（或いは、不可能）となっている実態がある。

このため、勤労対価を優先し労働条件の可変要素を多くする等、会社の経営状況に合わせて労働条件を円滑に調整できる制度を導入・普及し、労働条件の下方硬直性の解消を実現願いたい。

⑬　正規職解雇条件の緩和（新規）
　　　勤労基準法第３０条（解雇等の制限）により、正当な理由なく解雇した事業主に対しては、労働者に対する業務復帰命令に加え罰則（同法第１１０条：５年以下の懲役又は３０００万ウォン以下の罰金）も適用され、二重に制裁を受ける形となっている。また、同法第３１条に規定する経営上の解雇の際には、６０日前の事前通知が要件となっており、会社の経営状態が悪くなっても機動的な経営が行いにくくなっている。
　　　こうした解雇条件の難しさは、企業が正規職の雇用を回避する要因となり、その結果、非正規職の雇用が増加する理由の１つとなっている。また、最近では労働組合側の「非正規職の正規職化」の主張や非正規職保護立法制定の動きから、企業は非正規職の雇用にさえ慎重になっているので、正規職の解雇条件の緩和を望みたく、企業が雇用問題に振り回されず事業活動に集中できる環境を造成していただきたい。
２．税務分野
　税務行政は国家主権に属する最も重要な公権力作用の一つであり、当地において事業活動を行わせていただく以上は、適正な納税を行うべきことは当然のことと認識している。
　一方、税務に関する制度及び運用次第では、健全な経済発展を歪曲させる機能があることも知られており、企業活動に萎縮的な効果をもたらす場合があることも事実である。

最近、韓国政府は今後の税務調査の基本方向として、個別企業に対する税金追徴目的よりも、企業の自発的な誠実申告を誘導する雰囲気を醸成することを基本方向とし、また、外国企業に対しては、移転価格調査の定期法人税調査への統合、調査官署事務室における税務調査等の負担軽減策が提案されている。

このような韓国政府の取組みを評価するとともに、税制及び徴税の双方について、納税者が納得して納税できるよう、今後とも一層の配慮を願いたく、以下、税務に関し特に重要な政策提言を行いたい。

1 移転価格の適正な取扱い（継続）

移転価格税導入後、多額の追徴を受けた事例が相次いだが、国税庁国際協力課の改善努力により、相互協議の進展或いは事前確認制度の推進など、前進が見られて来た。

　　　引続き、従来からの要望事項である移転価格の把握の方法については、取扱い品目、利益率、事業様態など、実情を反映したリーズナブルな算定基準の採用で公平・公正な取扱いを調査担当者レベルまで徹底させていただくようお願いするとともに運用面での以下の課題を改善願いたい。

1） 相互協議において、申立相手国以外に修正内容が及ばないことにより比較　　対象業種・正常価格の扱いなどで一貫性を欠く処置のないよう願いたい。

2） 移転と見なされた場合はＣＡＳＨでの返還が前提となり、相手国からの所得移転がＣＡＳＨでなされない場合は更に次のような２次調整が発生する。

Ａ．親会社への移転と見なされた場合：現地法人から親会社への配当とみなされ、現地法人に源泉所得税が発生。

Ｂ．その他関連者への移転と見なされた場合：現地法人からその他関連者への貸付金と見なされ、ＣＡＳＨ－ＩＮする迄貸付金利子所得が発生し続ける。このため、みなし利子が益金とされ法人税課税が永続する。
2 税務調査の方法についての改善 (継続)

税務調査の対応は企業にとって、特に駐在員数が限定されている外国企業の

韓国法人又は支店にとって、大きな負担である。

こうした事務負担を最小限にするための運用の改善を従来よりお願いしていたところ、最近、国税庁２００４年税務調査方向で「外国人投資企業に対する優しい環境造成」が発表されたと聞き及び、改善を期待している。実際の運用面において公平・公正に行われるよう配慮願いたい。
3 従業員貸付に係る企業の借入金支払利息の損金不算入　（継続）

一般従業員に対する貸付金は、オーナーに対する貸付と異なり、福利厚生の色彩が強いため、別途の扱いとすることを要求する。具体的には、一般従業員への貸付に係る資金調達の支払利息は損金算入を認めるとともに、従業員に対する低利貸付に係る企業の受取利息と認定利子との差額部分を益金算入する制度を廃止すること。

昨年の建議事項に対して、「外国人のための経営環境改善３ヶ年計画」の一環として持続推進（一部改善）との回答があったが、要望内容の根幹に係る改善ではなく、早急に改善を願いたい。

３．金融分野
経済通貨危機以後、不良債権問題の迅速な処理、経営の透明化、外国為替等対外的な取引規制の緩和などが進められて来た。また、過去累次にわたりＳＪＣが要望してきた事項に関しても、一定の改善がなされたことは評価できる。

外国企業と当該国の金融機関とは関係が深く、当地において外国金融機関が十分な活動を行うことができれば、当該国の企業の投資活動が活発になることは言うまでもない。

外資系金融機関であるが故の特殊事情についても配慮いただきたい点もあるところ、以下、特に重要な要望・政策提言を行いたい。

1 非居住者への韓国ウォン為替市場の開放(新規)

　韓国においては、２００２年以降、外国為替の自由化に向けて各種規制緩和を三段階に分けて実行中であり、居住者に対する自由度は大きく拡大してきている。

しかし、非居住者による韓国ウォン為替市場へのアクセスは、極めて限定的にしか認められていない。
近時、非居住者の韓国ウォン先物為替ヘッジのニーズが高まりをみせているが、NDF（ Non　Deliverable　Forward）のみではその効果に限界がある。
韓国に対する投資拡大のためにも、非居住者への韓国ウォン為替市場の早期開放を要望する。

2 同一人及び同一グループに対する貸出規制の改善　（継続）

同一人又は同一グループに対する信用供与限度は、みなし自己資本を元に算定されている。２００１年７月の制度変更の結果、期間一年超の本支店からの借入金をみなし自己資本金に算入することにより、ある程度の限度拡大が可能となった点は評価できる。

しかしながら、現在の算定方法では、本支店貸与金の増加額がみなし自己資本額から控除されるなどの制約があり、十分な措置とはいえない。

信用供与限度額の算定方法については、持込資本金でなく、本店自己資本額を基準とするよう要望する。

③　信用保証基金制度の見直し（継続）
　　　金融機関が行う融資は、融資先のリスクを個別に判断し、金融機関がリスクをコントロールできる範囲内で行うことが原則である。

現在、金融機関に義務付けられている信用保証基金及び技術信用保証基金への拠出金支払いは、金融機関が拠出金支払いの対価としてこれら基金の信用保証制度を利用するとの考え方があるが、このような考え方は上述の原則に適合せず、現行制度は金融機関にとって中小企業向け融資のインセンティブとはなっていない。

産業政策として中小企業育成、或いは中小企業への融資を奨励するのであれば、信用保証基金・技術信用保証基金に対し、政府の公的資金を財源とする再保証を設定する等、政府自らが行う支援策を強化し、金融機関が中小企業向け融資を行いやすい環境整備を図るべきであると考える。
基金利用の有無とは関係なく、ウォン貨融資残高を基準として金融機関の義務的な拠出を求める現行制度は、廃止をお願いしたい。
4 特定業種（金融・保険業）を対象とした教育税賦課制度の見直し（継続）
教育環境改善のための財源は、本来、一般財源で賄うべきものと考える。

仮に目的税として徴収する意義があったとしても、特定業種の収益に対して課税する根拠が不明瞭であり、租税公平原則に反すると考える。特に、金融・保険業は公共性が高く、特定業種と指定されている理由が明確でない。
ついては、現行の教育税は早期に撤廃していただきたい。やむを得ず撤廃できない場合は、金融業界の教育税の課税標準対象額を、収益（＝収入、売上）課税ではなく、利益（＝収益－費用）課税に変更して頂きたい。
前回の建議事項に対する韓国政府の回答においては、「利益に課税する場合、財務構造の優良な特定の金融機関ほど、より多くの税金を負担することになり、租税の公平原則に背く」との説明があったが、他租税（法人税）の場合は利益に対して課税され、金融保険業者への教育税のみ収益（＝収入）を課税対象としていることこそ、租税の公平原則に背くものである。

いずれにせよ、財源不足発生を理由に安易に特定の納税者に負担を転嫁することは納得できない。

5 　預金保険制度加入の任意化（継続）
韓国においては外国銀行の支店も預金保険に加入しなければならないが、多くの外国銀行ではリテール業務を行っておらず、そのメリットを受けることができない。他方、２００３年１月からは特別預金保険料の徴収が始まり、その保険料は韓国国内銀行の救済に使用された財源の補填に利用されることとなっている。

これは、外国銀行から国内銀行への所得移転が行われるに等しく是正を求めたい。具体的には、外国銀行の預金保険制度への加入を任意とするとともに、特別預金保険料の撤廃を求めたい。

因みに、日本では、外国系銀行は日本の預金保険制度に加入できないが、その事実を預金者に知らせることにより、預金者保護を図っている。
6 中小企業貸出比率規制の撤廃（新規）

韓国における銀行は、一定比率以上の中小企業貸出を義務づけられている（８６年７月末残を基準として、以後のウォン貨貸出増加分の２５％以上を中小企業向けに貸出さなければならない）。　

　　　しかしながら、金融機関が行う融資は、融資先のリスクを個別に判断し、金融機関がリスクをコントロールできる範囲内で行うことが原則である。

　　 韓国における中小企業育成の重要性は理解するが、中小企業の育成は、本来、政府による中小企業向け政策融資や、信用保証制度における政府の再保証等により対応すべき課題であり、金融機関に中小企業貸出比率規制を適用し、義務付けるという現在の制度は市場原理にそぐわない。

　　 また、中小企業に対する融資においてはきめ細かい与信管理が必要であるが、店舗数や人員において与信管理に限界のある外国銀行には、実質的な不利益が生じる。国内銀行と外国銀行が同様に扱われる結果、外国銀行にとって実質的な不利益が発生する場合には、形式的に同じ待遇であるよりも実質的に同等の負担となるような異なる措置適用が必要である。

いずれにせよ、中小企業貸出比率規制の撤廃を願いたい。

⑦　支店形態で進出する外国企業への法人保険代理店委託の許容（継続）

韓国で営業許可を取得している保険会社（韓国で保険事業の許可を取得した外国保険会社の支店・現地法人を含む）は、支店形態で進出している外国企業（非保険事業者）に法人保険代理店の委託を行うことができない。

韓国で営業許可を取得している保険会社（韓国で保険事業の許可を取得した外国保険会社の支店・現地法人を含む）が、支店形態で進出している外国企業（非保険事業者）に法人保険代理店の委託を行うことを認めてもらいたい。
４．知的財産権分野
　知的財産権関連の法制度については、韓国はＷＴＯ・ＴＲＩＰＳ協定を十分に遵守し、デッドコピー規制などＴＲＩＰＳ協定による義務以上の取組もおこなっており高く評価できる。また、知的財産権問題に対して汎政府的に取り組んでいく姿勢についても評価できる。
　しかしながら、現実の権利の取得及び違反事例の取締まりの双方において、運用面ではまだ改善の余地があると言わざるを得ない。日本の税関における知的財産権侵害疑義物品の輸入差止め件数を仕出国別で見ると韓国からのものが最多であり、約６割を占めている。また、外国人が集まる都心の観光地において公然と模造品を販売する光景が散見されるのは、韓国における模造品氾濫ぶりを世界中にアピールする結果となっている。
　ブランド品の模造品取締まりなどに一層努めるとともに、知的財産権の重要性についての教育・啓発活動を行うなど、以下の諸点につき、制度運用面での改善を求めたい。
①　知的財産権侵害に対する取締りや罰則適用の強化（新規）
　　　知的財産権を侵害する物品を堂々と販売する状況が目に見えて改善されてはおらず、知的財産権侵害事犯が相変わらず散見される。特定の地域では、常に同じ場所で侵害品が販売されており、取締りが行なわれていることが実感できない。また、警察・検察による知的財産権侵害事件の摘発が増えても、これらに対する最終的な処罰が軽く、知的財産権を軽んじる風潮が改善されていない。

　　　より効果的な取締り体制の構築や厳しい刑事罰の適用など、取締りの強化をお願いしたい。

②　知的財産権に対する意識改革（新規）
　　　他人の知的財産権を尊重する意識が少なく、一般人の目に付く公的な場所で、有名ブランドを真似したと認識できるような物を堂々と使用しているケースが見受けられた。知的財産権を侵害する行為が法律違反であるなどの知的財産教育を広く国民に徹底するとともに、特に政府や公共的な性格の機関では、知的財産権を侵害する可能性のあるものを使用しないように教育の徹底をお願いしたい。

3 知的財産権訴訟等の迅速化（新規）

知的財産権侵害訴訟や特許審判などにおいて結論が出るまでに時間がかかっている。

判断が下されるまでに１年半程度かかるケースもあり、権利侵害をなかなか防ぐことができない。商品のライフサイクルが短くなるなど、早期の結論を得ることに対するニーズが高まっており、裁判所や特許審判院などの体制を強化して、迅速な判断を行うようお願いしたい。

④　商標異議申立期間の延長（継続）

　　 現在の商標登録異議申立期間は３０日である。外国に居住する利害関係者にとっては手続き的な面で時間が短すぎる。権利保全を全うならしめるため、異議申立期間を登録公告日より２ヶ月以内に延長することをお願いしたい。
５．個別要望事項
①　マルチチップ・パッケージ(ＭＣＰ)のＨＳ分類の変更（貿易手続き分野）（新規）
　　　２００４年６月、韓国政府はＭＣＰのHS分類を8543.89-9090とし８％の関税を課すことを決定した。

しかしながら、本来、半導体・集積回路等はITA（Information　Technology　Agreement）の理念からも関税０％が望ましく、ＭＣＰの無関税化は世界的な流れである。

また、WCO（World Customs Organization：世界関税機関）においては、現行ＨＳ規定の改正を行い、MCPについては２００７年から集積回路（HS番号８５４２）に該当するようにすることで合意しており、速やかにMCPの関税を０％にしてほしい。

2 中古複写機不法輸入防止のための関連制度改善（貿易手続き分野）（新規）

韓国内に輸入する電気製品（安全認証対象電気用品）は、電気用品安全管理法第５条により安全認証を受ける必要があるにもかかわらず、安全認証を受けないで不法に韓国内に大量輸入され、安値で販売されている中古複写機が多数存在する。

これらは主に高価格の高速複写機、カラー複写機等が中心であり、一般顧客はもちろん複写店、大学校、官公署にまで流通しており、その被害は総輸入物量の３３.７％まで拡大している。

このため、消費者へ電気安全上の被害の危険が発生するほか、不法輸入機であるとの十分な説明なく消費者に安値で販売されるため、正しい販売競争が損なわれ、マーケットが混乱し、正規の業務を行う関係企業における雇用の縮小・投資意欲の低下等の悪影響が発生する。

現行の電気用品安全管理法による事後管理では、関連機関の取締まり能力と罰則の内容が十分でなく、所要の改善措置を検討願いたい。

3 電気用品安全管理法に基づく安全認証取得手続きの緩和（貿易手続き分野）　　（新規）

韓国内に輸入する電気製品（安全認証対象電気用品）は、電気用品安全管理法第５条により、韓国産業技術研究所（Korea Testing Laboratory）等の安全認証機関から安全認証を受ける必要がある。

安全認証の取得には、サンプルの提供や日本の工場における生産ラインの調査等が必要であり、かつ、モデル（型式）毎に行われるため、輸入数量が少ないモデルの場合には、検査に要する費用が輸入販売金額に比べ割高となり、販売利益が喪失する場合もある。

また、２年毎にモデルチェンジ（形式変更）が行われる品目も多く、モデルチェンジの都度、安全認証を取得する必要がある。

このため、日本の電気用品安全法の検査規格に適合しているモデル（型式）の場合、書類審査のみで韓国における安全認証取得が可能となるように改善願いたい。

4 既韓国進出外国企業の韓国国内新規投資における外資インセンティブの特例適用（投資分野）（新規）

既に韓国に進出している外国企業(以下「既進出企業」という)が新規事業を開始するため、韓国国内で新規に会社を設立することや新規に工場を建設することがある。

このような場合、外国企業の韓国への直接投資(外国人投資促進法上の外国人投資)）の際に適用される各種優遇措置（法人税減免、外国人専用工業団地への入居等）が適用されない。

しかしながら、既進出企業が韓国国内における事業を拡大することは、既進出企業による雇用の拡大・韓国企業との取引増大等、韓国に裨益する面が多いことを勘案し、例えば、既進出企業の外資比率が外資過半数である場合には、既進出企業が新規事業を開始するために韓国国内で新規に会社を設立する場合には、既進出企業の出資分を外国企業の出資分と看做してほしい。また、既進出企業が新規に工場を建設する場合においては外国人専用工業団地への入居を行うこと等を特例的に適用願いたい。

5 外国企業（既韓国進出外国企業を含む）に対する取得税、登録税の免税措置の復活・延長（投資分野）（新規）

取得税及び登録税に関しては、２００３年１２月３１日迄外国人投資促進法による外国投資企業が工場を新増設するための事業用課税品物及びこれらの企業が行う工場の新増設による不動産登記に対して適用が除外されていた。

　　　しかしながら、２００４年１月以降、同様の適用除外措置を延長するための地方税法改正は行われていない。

韓国における外国企業の投資及び既韓国進出外国企業の事業活動の拡大を促進するために、韓国政府の推進する外国企業の投資促進・振興政策の観点からも取得税及び登録税に関する上記適用除外措置の復活・延長を実施願いたい。
6 腐敗を容認しない風土の育成（投資分野）（新規）

商品・製品の納入時に取引先の担当者から「袖の下」を要求されたり、これらの行為が罪悪感に乏しく習慣化して行われているとの指摘がある。また、報復措置を懸念して腐敗防止委員会（against　corruption　committee）へ訴えること敬遠する企業も多い。

韓国社会の一部に存在する腐敗体質を解消し、腐敗を容認しない風土を育成するための社内教育等の義務化、罰則の見直し、強化を検討願いたい。

⑦  滞在ビザ更新期間の長期化・明確化（投資分野・入国管理分野）（新規）

Ｄ－８（企業投資）の場合、２年毎のビザ更新が認められる場合と１年間の更新しか認められない場合がある。一方、Ｄ－７（駐在）の場合は２年毎のビザ更新が認められず１年毎の更新となり、Ｄ－８のビザ更新期間に比べＤ－７のビザ更新期間が短くなっている。

また、Ｄ－８の場合も、申請者によりビザ更新期間が異なることについての明確な説明がない。

　　　外国企業駐在員が業務活動に専念できるよう、Ｄ－８（企業投資）、Ｄ－７（駐在）とも２年毎のビザ更新を明確な形で実現してほしい。

⑧  法律相談業務の外国人への開放　（法務分野）　（継続）
法律相談業務は寡占状態にあり、料金の割にはサービス内容が不十分な（ばらつきがある）状態にある。弁護士業務をはじめとする法律相談業務の市場開放を行い、適正な競争を通じて、法務サービス内容の向上に努めていただきたい。
　　　韓国においては、２００３年８月以降、司法制度改革の取組みが開始されたが、法務サービス内容の向上のための具体的な取組みについて説明願いたい。　

⑨  トランスシップ・ドキュメントの重複手続き改善（貿易手続き分野）　（継続）
　　　例えば、青島から釜山に荷物を運び、釜山でコンテナ船に荷物を積み替え、神戸に運ぼうとした場合、青島・釜山間及び釜山・神戸間の両方について、ドキュメントを提出しなければならない。

シンガポールにおいては、このような単なる積み替えのケース、例えば、ジャカルタ・シンガポール（コンテナ船への荷物の積み替え）・神戸のケースにおいては、Transshipment in Singaporeと記載しジャカルタ・神戸のドキュメントを提出すればよいこととなっており、釜山におけるこうした重複手続きを世界の趨勢にしたがって、改善してもらいたい。

⑩  自由貿易地域の対象拡大（投資分野）　（継続）

ハブ機能に対する期待の高まりとともに、三国間貿易が拡大するに従い、保税地域における加工に対する需要はますます高まっている。

特に、釜山港周辺が重要であり、その後背地である梁山地域にまで自由貿易
地域を拡大し、高度な加工組立も認めるようにしていただきたい。

６．生活環境改善分野
　以下の事項は、投資と深く関係する生活環境分野に関する改善要望である。中央政府のみでなく地方政府の施策に関するものも含まれているが、韓国に在住する日本人が普段から感じている諸問題について提起したものである。
　これらの要望事項については、韓国政府は既に「生活環境改善５ヶ年計画」等の取組みを開始しており、今後の具体的な成果が期待されるところであるが、韓国に滞在する外国人が、韓国の優れた情報システム・文化等を享受するために、より一層の改善を願いたい。
（１）交通・運輸関係
①　歩道や公園内のオートバイ（二輪自動車）の通行禁止の徹底（新規）
　　　　歩道（団地内歩道を含む）や公園内で、宅配等のオートバイ（二輪自動車）が高速で自由に通行し、交通弱者である子供や老人に危険が生じている。　　　

歩道や公園内のオートバイ通行を規制する制度が定着しておらず、取締りも徹底していない。

　　　道路交通法によりオートバイの通行は車道に制限されているが、バイク専用道路（レーン）を設けるとともに、警察による歩道や公園内のオートバイ通行の取締り徹底と罰則の強化、オートバイにも重点を置いた交通教育システムの検討やオートバイ運転手への再教育の機会を確保する等の対策を実施願いたい。

②　バスの乗車・利用環境の向上、外国人向けバス関連情報の拡充（新規）
　　　　一般道路、高速道路を問わずバスの運転が乱暴な傾向にある。

高速道路走行バスでは、車間距離の不足や、急ブレーキの多発による乗客への不快感・不安感が発生しており、また、座席シートベルトの整備不良も報告されている。

市内バスにおいてもバスが停止していない状態での乗降ドアの開閉、バス運転手の業務中の私用電話、急発進・急ブレーキ等、乗客・歩行者の安全確保が欠如している事例が散見されるため、乗客・歩行者の安全を優先する運転・接客マナーの徹底をバス事業者・協会等による再教育を通じて実施願いたい。

最近設置が進んでいる屋根付き停留所の更なる拡充を願いたい。また、停留所にバスの接近状況を音声又は画像で知らせる情報提供システムの設置を検討願いたい。
ソウル市内は広大であり、地下鉄のみでは目的地の近くに到達できないことがあり、市内バスによる移動が必要な場合がある。長距離路線が多く複雑であった市内バスの路線網は、最近大幅な見直しが行われたが、外国人が市内バス利用に慣れるために、外国語表記の市内バス路線図や運航ルート図が市内の観光案内所やＷｅｂ上で容易に入手できるようにするとともに、出発地から到着地まで市内バスを利用する場合の最短ルートと所要時間を検索するナビゲーション機能を有するＷｅｂサービスの外国語による情報提供を実現願いたい。

③　首都道路網の整備　（継続）　　
情報通信インフラの整備と比べ首都道路網の整備が遅れており、激しい渋滞が日常的となっている。
マイカー通勤による恒常的な渋滞発生が企業活動を妨げている面があり、交通渋滞が国家経済に与える深刻な影響を十分認識し、運送事業者や市民の幅広い意見を聞き、交通ルールの見直し、道路インフラの整備等、交通行政及び都市計画行政に引続き取り組んでいただきたい。

ソウル市内においては違法駐車が非常に多く、幹線道路のみならず繁華街周辺での２重駐車も多く渋滞発生に大きく影響し、事故を誘発する原因となっている。駐車場増設に加え、特に繁華街周辺では駐車場案内表示板を更に増やす等の対策強化を求めたい。また、駐車違反に対する罰則（現行反則金４万ウォン）の強化も必要であると思われる。
ソウルオリンピックやサッカー・ワールドカップ時の自家用車使用規制を今後も内容を変えて継続を検討してはどうか。渋滞の予想される季節や曜日（金曜日等）は実在しており、政府やソウル市の対策が不十分であるように思われる。ドライバーへの啓蒙活動はもちろんのこと、ソウル市、京畿道と合わせた総量規制を行うべきである。

　　　　また、渋滞発生の原因は、車両数の増加に加え、平面交差中心の道路構造の影響も大きく、平面交差を避ける車が左車線へ進路変更を行い続け、道路幅が片側４～５車線あっても全体的な渋滞へと発展している。事故を誘発しやすい平面交差点の中で事故件数、渋滞発生率の高い地点を把握し、立体交差化工事を進め、渋滞・事故件数を確実に減らしていただきたい。
④　交通マナー、運転マナーの改善（継続）
Ｕターン帯として明記されていない道路での無理なＵターンや、横断歩道を歩く歩行者に気づかず右折のために赤信号交差点に進入する自動車がみられる。本来自動車が走行してこない方向からの走行や、本来自動車が停止すべき状況での自動車の進入は予測が困難であり交通事故の原因となるため、Ｕターン帯以外におけるＵターンの禁止、横断歩道を歩く歩行者を優先する運転マナーの徹底を願いたい。

また、歩道に乗上げた状態での違法駐車や二重駐車がみられる。
歩道に

に乗上げた状態での駐車は歩行者が自動車の陰に隠れ、走行する自動車からは歩行者が死角となり子供の場合は特に危険である。歩道に乗上げた状態での違法駐車や二重駐車をさせないための警察による取締り徹底と罰則の強化を願いたい。

自動車が密集・渋滞していても車線変更時に方向指示器を出さない車両や交
差点内に無理に入ってくる車両、停止線で停止せず横断歩道上で停止

する車両が見られる。自己流運転を行うドライバーに対する再教育を実施願いたい。





⑤　タクシー乗車環境の改善（継続）
空港からのタクシー利用で強引な乗車勧誘や高額な料金支払い求められた事例、ソウル市内から郊外の新都心へのタクシー乗車時に特別料金を求められた事例が報告されている。
　　　　制度上存在しない特別料金の請求や強引な客引きが発生しないよう、タクシー運転手のモラル・マナーの徹底・再教育を願いたい。

料金メーター表示金額以外の特別料金制度の透明性確保や、乗車前の説明実施等の励行も検討願いたい。
⑥　道路関連施設の改善（継続）

韓国の道路は歩道の凹凸や段差が大きく、歩行者やベビーカー使用者への負担が発生している。また、排水設備の不良や道路の未修繕により雨天時に発生する水溜まり、浮き上がったマンホールの蓋、道路上の粗大ゴミ・障害物の落下等が通過車両への障害となり交通事故の原因となる例が報告されている。

所要のインフラの整備と道路環境のメンテナンス実施をより一層拡充願いたい。

（２）社会・文化関係
①　買い物事情の改善、ソウル市内（観光エリア）の飲食店日本人価格（二重価格）の是正（新規）
市場や観光エリアにおいて値札による価格表示がなく、外国人に対して法外な価格で販売をしている事例が報告されている。このような状況は、観光客の購買意欲の減退を引き起こすため、値札による価格表示の義務付けを行ってほしい。
また、繁華街にあるレストラン・食堂において、日本人向けの日本語メニューが別途用意してあり、通常の価格より１０％ほど高く設定している事例が報告されている。韓国人と同行し韓国語で注文すれば通常の価格となるが、ほとんどの日本人観光客はハングルを読めないため、高い価格を請求されている状況がある。

二重価格を知らずに利用し高い価格を支払ったことが判明した場合には不快な気分にもなるし、二重価格の存在が判明した場合も当事者間で交渉しなければならないという不便さが伴う。このような事例が広く知られると、日本人観光客の減少に繋がらないとも限らない。関係当局による対応策を実施願いたい。

②　文化開放の一層の促進　（継続）　
　　　　韓国の伝統的な文化を保存し継承していくことは大切なことであるが、そのために外国文化を排除しなければならない理由は見当たらない。公序良俗に反しない限り、外国文化の流入に対して寛容であることが韓国の対外イメージの改善につながる。

　　　　韓国においては、２００４年１月に日本大衆４次文化開放が実施され、日本の大衆文化に関する規制がほぼ撤廃されたことは高く評価されている。
　　　　インターネットが普及し、情報が自由に流通する時代となった現在、文化流入規制はほとんど無意味となっている。国民の幸福追求権の要望に応えるためにも、国際社会への開放性を象徴的に示すためにも、早期に日本大衆文化の完全開放を進めていただきたい。

③　外国語表記の拡充、ハングル文字のアルファベット表記統一とアルファベット入力の普及（継続）
韓国においては外国語表記が少なく韓国語のみの表記が多いため、外国人は重要な情報等を得られないときがあり、英語或いは日本語表記を増やしてほしい。

また、韓国政府や韓国企業は他の先進国を凌ぐ自己ＰＲのデータベースを持ちながら、外国人や外国在住の韓国人がキーボードからのアルファベット入力によるハングル文字への転換が一般的には困難であるため、それらにアクセスしにくい環境となっている。
漢字の読み方も含めハングル文字のアルファベット表記方式が統一されれば、アルファベット表記からハングル文字の綴りへの変換が可能なソフトも普及し、外国人がハングル版及び英語版双方の韓国関連情報サイトの検索・アクセスを円滑に行うことが可能となる。
ハングル文字のアルファベット表記方式を統一するとともにパソコンのキーボードからのアルファベット入力によるハングル文字への変換方式を普及願いたい。


（３）その他生活関係
①　基本的な生活関連サービスの充実（外国人の個人名義での電話加入、クレジットカード取得など）　（継続）

　　　　現在、外国人は個人名義では一般電話および携帯電話への加入、銀行発行国際カードの取得など一部の基本的な生活関連サービスの提供が受けられない。このような基礎的な生活関連サービスについて、外国人でも韓国人同様、サービスの提供を受けられるようにしていただきたい。

また、外国人は銀行のクレジットカードの発行に伴う制約が多く有効期間も短い、デパートで特典カードを発行してくれない等の不具合も存在する。

②　警察における外国語対応電話サービスの徹底（新規）
　　　　日本語による１１２番通報サービス開設後、深夜に路上でトラブルに遭遇した際に１１２番通報をしたが日本語で対応できる者がいなかった事例が報告されている。

１１２番通報の体制が完全とは言えないため、１１２番通報体制サービスの見直し・点検を願いたい。

③　外国人登録番号によるインターネット・サービスの利用機会確保（継続）
韓国では、インターネット利用による割安なショッピング（インターネット・ショッピングモール）を始め、放送局や新聞社等のマスコミのサイト、書店や音楽サイトに会員登録することで多様なサービスを享受できる。
インターネット利用のショッピングサイト会員登録の際、実名確認の段階で住民登録番号の入力を求められるため、住民登録番号を持たない韓国在住の外国人は登録ができず、また、代わりに外国人登録番号を入力しても登録できない状況にある。放送局のサイトや音楽サイトにも同様の事例が見られる。

　　　このような状況を勘案し、２００４年７月１日から韓国政府は「外国人実名確認システム」の施行を発表した。本システムの導入は高く評価できるが、銀行・カード会社も含め、関連団体・企業における本システムの着実な普及・定着を願いたい。

外国人登録番号による会員登録が可能なサイトは一部存在するが、韓国在住外国人が会員登録可能なサイトは、住民登録番号の入力を求められない在外韓国人等の外国居住者を対象にしたサービスを併設しているサイトが中心となっている。

産業資源部ホームページで会員加入を試みると、約款には会員加入資格を韓国国民に限定するとの記述はないが住民登録番号の入力が要求される。産業資源部の英語版ホームページでは会員制度についての紹介はない。
住民登録番号の入力時に外国人登録番号でも受付可能とするサービスを拡充し、充実した韓国のインターネット・サービスの利用機会を確保してほしい。

また、外国人登録番号による会員登録が可能なサイトである場合は、その旨をハングルのみでなく英語・日本語等で説明してほしい。

（付属資料）建議事項に関する補足説明資料

本件資料は、新規要望項目を中心に若干の追加情報を

加えて作成したものである。　　　
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